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第 1 章 はじめに 

1-1．「経営戦略」の策定背景と目的 

下水道事業は、都市の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の

水質保全に資することを目的とした事業です。主な下水道の役割として、雨水の排除によ

る浸水防除（浸水被害の防止）、汚水処理による生活環境の改善（公衆衛生の確保）、公共

用水域の水質保全（水質汚濁防止による自然環境の保全）があります。また、下水処理の

過程で発生したバイオガス、下水汚泥等を燃料又は肥料として再生利用することで、資

源・エネルギーの創出に貢献しています。 

これらの下水道事業を実施している公営企業については、住民生活に欠かせない重要な

サービスを提供する役割を果たしており、将来にわたって安定的にサービスの提供を継続

することが求められています。しかしながら、保有する資産の老朽化に伴う大量更新期の

到来や人口減少等に伴う料金収入の減少等により、下水道事業を取り巻く経営環境は厳し

さを増す一方です。 

このような中、総務省では、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定する

ことを各地方公共団体に要請しています（「公営企業の経営に当たっての留意事項につい

て」 平成 26 年 8 月 29 日付総財公第 107 号の通知）。 

また、策定した経営戦略においては、その内容に沿った取組等の状況を踏まえつつ、

PDCA サイクルを通じて、より質の高い計画となるよう、3 年から 5 年内の見直しを行

うことが重要です（「「経営戦略」の改定推進について」（令和 4 年 1 月 25 日 総財公第

6 号））。さらに、「新経済・財政再生計画改革工程表 2023」（令和 5 年 12 月 21 日 

経済財政諮問会議決定）において、公営企業が必要なサービス水準の確保を前提として取

り組む経営健全化の成果を測る指標として、「2025 年度までの経営戦略の見直し率

100％」や「収支赤字事業数」の減少が設定されています。 

このような背景を受け、当初の計画を見直し、計画的かつ合理的な経営を行うことで、

収支の改善等を通じた経営基盤の強化に努めていく必要があり、今後の下水道事業の“経

営健全化”を図るために、「池田町下水道事業経営戦略」を改定します。 

なお、改定にあたっては、総務省が取りまとめた「経営戦略策定・改定ガイドライン」

に基づき、作業を進めました。 
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1-2．策定の基本的な考え方 

経営戦略は、地方公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期

的な計画であり、その中心となる「投資・財政計画」は「投資試算（施設・設備の見通

し：支出）」と「財源試算（財源の見通し：収入）」に投資以外の経費を含めた上で、支出

と収入が均衡するように作成します。 

 

経営戦略の基本的な考え方 

① 特別会計ごとの策定を基本とすること。 

② 企業（事業）及び地域の現状と課題、これらの将来見通しを踏まえたものであること。  

③ ｢投資試算」や「財源試算」は、経営に不可欠の主要な施設の維持更新の見通しを立て

るため、施設の耐用年数等を踏まえて、計画期間に限らず可能な限り長期間（事業の性格

や個別事情にもよるが、原則として 30 年から 50 年超）かつ複数の推計パターンで行い、

その推計結果及びそれに基づく長期目標も設定すること。 

④ ｢投資試算」や「財源試算」を踏まえ、中長期的な視点から経営基盤の強化等に取り組

むことができるように、「投資・財政計画」の期間は 10 年以上を基本とすること。 

⑤ 「投資試算」及び「財源試算」に基づきながら、原則として、期間内に支出と収入が均

衡した形で「投資・財政計画」が策定されていること。「投資試算」及び「財源試算」の作

成に当たっては、法令等に基づき策定された各事業の事業計画やアセットマネジメント・

ストックマネジメント等と整合が取れた試算とすること。 

⑥ 計画期間中に必要な住民サービスを提供することが可能となっていること。 

⑦ 「投資・財政計画」の支出と収入を当該期間内に均衡させるために必要な効率化・経営

健全化のための取組方針が示されていること。 

⑧ 策定期限は令和 2 年度末であること。なお、令和 3 年度以降に新たに事業開始し、特

別会計を設置した場合は、その時点で「経営戦略」を策定されていることが望ましい。  

⑨ 改定に当たっては、「経営戦略」に基づく取組における毎年度の進捗管理と一定期間

（３～５年毎）の成果の検証・評価した上で行い、より質の高い｢経営戦略｣にすること。  

出典：総務省「経営戦略策定・改定ガイドライン」を一部加筆修正 
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経営戦略の策定フローを図１-１に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 経営戦略策定フロー 
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第 2 章 下水道事業の現状 

2-1．下水道計画の概要 

池田町（以下、本町という。）の公共下水道事業は、平成 5 年度に都市計画決定を行い、

同年度に 98.0ha の事業計画を受けて事業着手しました（池田処理区）。その後、平成 8

年度に中之郷地区及び渋田見地区の 67.0ha を公共下水道関連特定環境保全公共下水道

（南部処理区）として位置づけし、62.2ha について事業計画を受けた。 

平成 21 年度には、隣接する農業集落排水処理区域（滝沢･花見地区及び会染北部地区）

を統合し、全体計画面積を 383.0ha（316.0ha（池田処理区）、67.0ha（南部処理区））、

計画処理人口を 9,450 人としています。 

平成 27 年度には、下水道事業の運営および施設管理を一体的に行うことにより、今後

の地方公営企業法適用に向けて、事業を効率的に進めていく方針であることから、特定環

境保全公共下水道（南部処理区）を公共下水道（池田処理区）に編入し、事業の統一化を

図っています。 

令和 5 年度には、事業計画の事業施行期間の延伸（令和 5 年度から令和 10 年度）とそ

れに伴う将来フレーム・原単位等の見直しを行うため、事業計画の変更を実施しました。

計画処理人口については、行政区域内人口における各集落人口の占める割合を過去の実績

からトレンド推計し、8,150 人（表 2-1）としています。 

 

表 2-1 全体計画・事業計画の概要 

項目 全体計画 事業計画 備考 

計画処理面積 383.0 ha 383.0 ha 事業計画の値は 

令和 10 年度目標値 
計画処理人口 9,450 人 8,150 人 

高瀬浄水園 
6,400m3/日

dmax 

6,400m3/日

dmax 
既設：4/5 系列 

出典：池田町公共下水道事業計画変更協議申出書（令和 5 年度） 
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2-2．整備の進捗状況及び施設概況 

本町の下水道整備は、平成 12 年度に一部供用開始を図り、現在においては、管路整備

は完了しています。また、処理場施設は（高瀬浄水園）は、1 系列を残す 4/5 系列の施設

が完成しています。 

令和 5 年度末現在の行政人口は 9,203 人、下水道処理人口は 8,720 人であり、下水

道処理人口普及率は 94.8％（表 2-2）となっています。 

 

表 2-2 下水道事業の進捗率（令和 5 年度末） 

整備面積について 処理人口について 

整備面積 383 ha 処理人口 8,720 人 

【整備率】 100 ％ 【下水道普及率】 94.8 ％ 

（383ha/383ha：全体面積） （8,720 人/9,203 人：行政人口） 

出典：地方公営企業決算状況調査表 

 

高瀬浄水園の概況を表 2-3 に、施設平面図を図 2-1 に示します。 

表 2-3 高瀬浄水園の概況 

高瀬浄水園 

基
本
情
報 

供用開始 平成 12(2000)年 10 月 18 日 

敷地面積（ha） 2.17 

排除方式 分流式 

汚水処理 オキシデーションディッチ法 

汚泥処理 引抜→脱水→場外搬出 

施
設
能
力 

計画区域面積(ha) 383.0 

計画処理人口(人) 8,150 

日最大汚水量（㎥/日） 6,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高瀬浄水園（管理棟） 
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図 2-2 下水道施設の概要図 

 

  

池田町公共下水道 

（池田処理区） 
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表 2-4 池田町の下水道事業の経緯 

平成元年度 池田町下水道整備構想着手 

平成 2 年度 池田町下水道整備構想エリアマップ策定 

平成 3 年度 池田町下水道基本計画策定 

平成 4 年 4 月 9 日 農集排滝沢・花見地区認可（35ｈａ） 

平成 4 年 9 月 24 日 農集排滝沢・花見地区（管路工事）着工 

平成 5 年 10 月 25 日 都市計画法計画決定（254ｈａ） 

平成 5 年 12 月 27 日 農集排滝沢・花見地区浄化センター着工 

平成 6 年 1 月 10 日 下水道法事業認可  （98ｈａ） 

平成 6 年 1 月 20 日 都市計画法事業認可（98ｈａ） 

平成 6 年 6 月 23 日 農集排会染北部地区認可（27ｈａ） 

平成 6 年 11 月 21 日 公共下水道事業（管渠工事）着工 

平成 7 年 1 月 25 日 農集排会染北部地区（管路工事）着工 

平成 7 年 5 月 18 日 農集排滝沢・花見地区浄化センター竣工 

平成 7 年 6 月 10 日 農集排滝沢・花見地区供用開始 

平成 8 年 3 月 18 日 池田町下水道事業受益者負担に関する条例制定 

平成 8 年 3 月 31 日 農集排滝沢・花見地区（管・処理場工事）完了 

平成 8 年 4 月 11 日 農集排会染北部地区浄化センター着工 

平成 9 年 10 月 6 日 下水道法事業変更認可（160.2ｈａ） 

  公共下水道（ 98.0ｈａ）、 特環下水道（ 62.2ｈａ） 

平成 9 年 12 月 24 日 農集排会染北部地区供用開始 

平成 10 年 1 月 6 日 都市計画法事業変更認可 

平成 10 年 3 月 27 日 農集排会染北部地区浄化センター竣工 

平成 10 年 7 月 2 日 特定環境保全公共下水道事業工事着工 

平成 10 年 3 月 20 日 池田町特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例制定 

平成 10 年 8 月 26 日 高瀬浄水園建設工事着工 

平成 11 年 3 月 24 日 農集排会染北部地区（管・処理場工事）完了 

平成 11 年 8 月 3 日 下水道法事業変更認可 （316.2ｈａ） 

  公共下水道（254.0ｈａ）、特環下水道（62.2ｈａ） 

平成 11 年 8 月 19 日 都市計画法事業変更認可 

平成 11 年 9 月 20 日 池田町下水道整備構想エリアマップ更新 

平成 12 年 3 月 21 日 池田町下水道条例制定 

平成 12 年 10 月 1 日 
池田町下水道排水設備工事資金融資あっせん及び利子補給要綱制

定 

平成 12 年 10 月 10 日 池田町下水道排水設備指定工事店の指定 

平成 12 年 10 月 18 日 池田町公共下水道供用開始告示（197.8ｈａ） 

  池田処理区（139.5ｈａ） 南部処理区（58.3ｈａ） 

平成 12 年 11 月 21 日 高瀬浄水園通水式 
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平成 13 年 4 月 1 日 池田町公共下水道供用開始告示（59.7ｈａ） 

  池田処理区（55.8ｈａ） 南部処理区（3.9ｈａ） 

平成 14 年 5 月 1 日 
池田町公共下水道供用開始告示（47.5ｈａ）  

池田処理区（47.5ｈａ） 

平成 15 年 3 月 11 日 下水道法事業変更認可（321.0ｈａ） 

  公共下水道（254.0ｈａ）、特環下水道（67.0ｈａ） 

平成 15 年 3 月 20 日 池田町公共下水道池田処理区管路整備完了 

平成 15 年 4 月 1 日 
池田町公共下水道供用開始告示(11.2ｈａ)  

池田処理区（11.2ｈａ） 

平成 15 年 12 月 25 日 池田町公共下水道南部処理区（特環）管路整備完了 

平成 15 年 12 月 25 日 
池田町公共下水道供用開始告示（4.8ｈａ）  

南部処理区（4.8ｈａ） 

  池田町公共下水道普及率 100％ 

平成 19 年 3 月 31 日 高瀬浄水園建設工事部分竣工（４系列稼動） 

平成 21 年 11 月 30 日 都市計画法計画変更決定（383ｈａ） 

平成 21 年 12 月 8 日 下水道法事業変更認可（383ｈａ） 

  公共下水道（316.0ｈａ）（農集排 2 地区（62ｈａ）を追加） 

  特環下水道（67.0ｈａ） 

  都市計画法事業変更認可（383ｈａ） 

平成 23 年 3 月 31 日 
農集排２地区（滝沢花見地区、会染北部地区）の公共下水道への統

合完了 

平成 27 年 10 月 30 日 下水道法事業変更認可（383ｈａ） 

  公共下水道（383.0ｈａ）（特環下水道（67ｈａ）を追加） 

  都市計画法事業変更認可（383ｈａ） 

平成 28 年 3 月 31 日 特環下水道の公共下水道への編入完了 

令和 2 年 4 月 1 日 下水道事業の公営企業会計の適用 

令和 3 年度 高瀬浄水園ストックマネジメント実施計画策定 

令和 6 年 2 月 15 日 下水道法事業変更認可（３８３ｈａ） 

  都市計画法事業変更認可（３８３ｈａ） 
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過去 10 年間の水洗化状況、整備面積等を表 2-5 に示します。 

管路施設については、整備が完了しています。 

 

表 2-5 過年度整備実績（過去 10 年間） 

※H27 年度に特定環境保全公共下水道を公共下水道へ編入したことで H28 の整備面積・管路延長が増加している 

出典：地方公営企業決算状況調査表、下水道台帳 

図 2-3 普及実績の推移（過去実績 10 年） 

図 2-4 整備実績の推移（過去実績 10 年）  

項目 単位 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

行政人口 （人） 10,323 10,213 10,096 9,980 9,793 9,757 9,623 9,489 9,308 9,203

処理人口 （人） 8,192 8,073 9,543 9,442 9,253 9,218 9,102 8,989 8,830 8,720

水洗化人口 （人） 7,345 7,234 8,618 8,638 8,480 8,517 8,474 8,392 8,242 8,172

水洗化率 （％） 89.66% 89.61% 90.31% 91.48% 91.65% 92.40% 93.10% 93.36% 93.34% 93.72%

整備面積 （ha） 316.0 316.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0

管路整備延長 （km） 109.66 109.66 114.92 114.92 114.92 114.92 114.92 114.92 114.92 114.92
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管渠の施工年次別の延長を表 2-6 に示します。 

表 2-6 管渠の施工年次別延長 

 

図 2-5 管渠の施工年次別延長 

 

  

管　　　　渠　　　　種　　　　別 （延長：ｍ）

円形 円形 円形 円形 円形 円形 円形 円形 円形 円形 円形

50mm 65mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm 450mm

H4 2,598 3,161 5,759

H5 1,354 454 1,808

H6 70 3,143 4,685 445 337 1,081 9,760

H7 3,984 5,101 334 339 528 286 10,572

H8 248 2,090 3,186 453 137 1,062 7,175

H9 1,062 5,409 395 6,865

H10 66 12 25 2,806 16,517 1,244 214 918 21,802

H11 1,656 17,712 19,368

H12 220 1,102 8,171 9,493

H13 1,359 11,272 12,631

H14 40 376 984 4,745 49 6,194

H15 254 1,549 307 2,110

H16 0

H17 0

H18 0

H19 0

H20 0

H21 0

H22 261 531 594 1,385

合計 40 66 925 539 24,218 81,314 2,079 690 973 1,794 2,285 114,924

（H27下水道台帳より（小数点以下は四捨五入））

0

竣工
年度 計

H23
～
R5
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2-3．投資・維持管理の状況 

過去 10 年間の建設改良費・維持管理費の実績を表 2-7、図 2-6 に示します。 

平成 28 年度からは、特定環境保全公共下水道（南部処理区）を公共下水道（池田処理

区）に編入した（平成 27 年度）ことで、汚水処理水量等の増加により維持管理費が増加

しています。また、建設改良費については、年度ごとの事業予定により変動します。 

 

表 2-7 建設改良費と維持管理費の実績 

維持管理費は収益的支出の営業費用（R1 まで） 

地方公営企業法適用後（R2 以降）、維持管理費は収益的支出の営業費用から減価償却費を差し引いた金額 

出典：地方公営企業決算状況調査表 

 

図 2-6 建設改良費と維持管理費の実績 

 

 

  

（単位：千円）

項目 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

建設改良費 3,991 3,932 7,248 40,416 11,812 32,904 0 0 20,400 124,578

維持管理費 64,091 63,601 77,507 75,154 73,913 78,030 79,925 70,969 62,235 62,816
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2-4．経営・財政の状況 

（1）財政状況 

 本町の公共下水道事業における財政状況を図 2-7、図 2-8 に示します。 

本町の会計方式は、令和 2 年 4 月に地方公営企業法適用後、企業会計方式に移行してい

ます。収益的収支は毎年度、収益が費用を上回っており、純利益も増加傾向にあります。

資本的収支は、支出が収入を上回っていますが、補てん財源を用いて、不足額を補います。 

 

出典：地方公営企業決算状況調査表 

図 2-7 直近の収益的収支の状況 

 

出典：地方公営企業決算状況調査表 

図 2-8 直近の資本的収支の状況 
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（2）企業債借入額 

本町の企業債の発行額は、令和 5 年度で約 1 億 8200 万円と、年々減少しています。 

また、本町は資本費平準化債を多く発行しており、借入額の大半を占めているのが大き

な特徴です。 

 

出典：地方公営企業決算状況調査表 

図 2-9 企業債借入額の推移 

 

（3）企業債元利償還金 

 資本費平準化債の元利償還金は年々増加傾向にありますが、その他下水道事業債の元利

償還金については、近年、横ばいで推移しています。 

 未償還金残高については、年々減少しています。 

 

出典：地方公営企業決算状況調査表 

図 2-10 企業債償還金及び未償還金残高の推移 



第 2章 下水道事業の現状 

 

15 

（4）下水道使用料及び有収水量 

平成 27 年度に特定環境保全公共下水道（南部処理区）を公共下水道（池田処理区）に

編入したことにより、平成 28 年度の下水道使用料及び年間有収水量が増加していますが、

以降は横ばいで推移しています。 

 

出典：地方公営企業決算状況調査表  

図 2-11 下水道使用料及び有収水量の推移 

 

（5）一般会計繰入金（他会計負担金、他会計補助金等） 

一般会計からの繰入金は近年安定傾向にありますが、今後は改築需要によっては増加す

ることが考えられます。 

 

出典：地方公営企業決算状況調査表より 

図 2-12 一般会計繰入金の推移 
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（6）経営比較分析について 

① 経常収支比率（％） 

 

【指標の意味】 

経常収支比率は、当該年度において、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、

維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。 

 

【分析の考え方】 

この指標は、単年度の収支が黒字であることを示す 100％以上となっていることが必

要です。数値が 100％未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示しているため、

経営改善に向けた取組が必要です。 

分析に当たっての留意点として、例えば、この指標が 100％以上の場合であっても、

更なる費用削減や更新投資等に充てる財源が確保されているか等、今後も健全経営を続け

ていくための改善点を洗い出すといった観点から分析する必要があると考えられます。一

方、この指標が 100％未満の場合であっても、経年で比較した場合に、右肩上がりで

100％に近づいていれば、経営改善に向けた取組が成果を上げている可能性があるとい

えます。 

 

【本町の近年の状況】 

求められる 100%以上を継続しており、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益

によって維持管理費や支払利息等の費用を全額賄えている状況です。 

安定的な経営のため、引き続き 100%以上を維持することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：経営比較分析表 

図 2-13 経常収支比率の推移 
  

※令和 2 年度より企業会計方式に移行 
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② 累積欠損金比率（％） 

 

【指標の意味】 

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越利益剰

余金等でも補塡することができず、複数年度にわたって累積した欠損金のこと）の状況を

表す指標です。 

 

【分析の考え方】 

この指標は、累積欠損金が発生していないことを示す 0％であることが求められます。

累積欠損金を有している場合は、経営の健全性に課題があるといえます。経年の状況も踏

まえながら 0％となるよう経営改善を図っていく必要があります。 

分析に当たっての留意点として、例えば、この指標が 0％の場合であっても、使用料収

入が減少傾向にある場合や維持管理費が増加傾向にある場合には、将来の見込みも踏まえ

た分析が必要であると考えられます。 

 

【本町の近年の状況】 

令和 2 年度の企業会計方式移行以来、欠損金は発生しておらず、0%を維持していま

す。今後も 0%を継続することが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：経営比較分析表 

図 2-14 累積欠損金比率の推移 

  

※令和 2 年度より企業会計方式に移行 
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③ 流動比率（％） 

 

【指標の意味】 

短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。 

 

【分析の考え方】 

この指標は、１年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況

を示す 100％以上であることが必要です。一般的に 100％を下回るということは、１年

以内に現金化できる資産で、１年以内に支払わなければならない負債を賄えておらず、支

払能力を高めるための経営改善を図っていく必要があります。 

分析に当たっての留意点として、例えば、この指標が 100％を上回っている場合であ

っても、現金といった流動資産が減少傾向にある場合や一時借入金といった流動負債が増

加傾向にある場合には、将来の見込みも踏まえた分析が必要であると考えられます。ま

た、この指標が 100％未満であっても、流動負債には建設改良費等に充てられた企業

債・他会計借入金等が含まれており、これらの財源により整備された施設について、将

来、償還・返済の原資を使用料収入等により得ることが予定されている場合には、一概に

支払能力がないとはいえない点も踏まえた分析が必要です。 

 

【本町の近年の状況】 

目標とする 100%に対し、10%台で推移するなど低迷しています。内部留保資金の確

保等により資金繰りの安定化を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：経営比較分析表 

図 2-15 流動比率の推移 

  

※令和 2 年度より企業会計方式に移行 
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④ 企業債残高対事業規模比率（％） 

 

【指標の意味】 

使用料収入に対する企業債残高の割合で、企業債残高の規模を表す指標です。 

 

【分析の考え方】 

この指標については、明確な数値基準はありません。したがって、経年比較や類似団体

との比較等により本町の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっているか、

対外的に説明できることが求められます。 

分析に当たっての留意点として、例えば、この指標が類似団体との比較で低い場合であ

っても、投資規模は適切か、使用料水準は適切か、必要な更新を先送りしているため企業

債残高が少額となっているに過ぎないかといった分析を行い、経営改善を図っていく必要

があります。 

 

【本町の近年の状況】 

企業債元金償還金の財源不足分を資本費平準化債の活用によって補うことで毎年度多額

の起債発行を継続しており、類似団体平均と比べて高い数値で推移しています。  

内部留保資金の確保等により起債発行額を抑制し、多大な債務状況からの転換を図るこ

とが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：経営比較分析表 

図 2-16 企業債残高対事業規模比率の推移 

  

※令和 2 年度より企業会計方式に移行 
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⑤ 経費回収率（％） 

 

【指標の意味】 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標で、使用料水

準等を評価することが可能です。 

 

【分析の考え方】 

この指標は、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す 100％以

上であることが必要です。数値が 100％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使

用料以外の収入により賄われていることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚

水処理費の削減が必要です。 

分析に当たっての留意点としては、経常収支比率と同様、例えば、この指標が 100％

以上の場合であっても、更なる費用削減や更新投資等に充てる財源が確保されているか

等、今後も健全経営を続けていくための改善点を洗い出すといった観点から分析する必要

があります。 

 

【本町の近年の状況】 

200%を超える数値で推移しており、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えて

いることを示しています。 

一方、財政がひっ迫する一般会計からは今後多額の繰入金は期待できません。費用の削

減や平準化等の方策を講じることにより、100%以上で継続することが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：経営比較分析表 

図 2-17 経費回収率の推移 

  

※令和 2 年度より企業会計方式に移行 
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⑥ 汚水処理原価（円） 

 

【指標の意味】 

有収水量１m3当たりの汚水処理に要した費用で、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を

含めた汚水処理に係るコストを表した指標です。 

 

【分析の考え方】 

この指標については、明確な数値基準はありません。したがって、経年比較や類似団体

との比較等により本町の置かれている状況を把握し、効率的な汚水処理が実施されている

か分析し、適切な数値となっているか、対外的に説明できることが求められます。例え

ば、この指標が類似団体との比較で低い場合であっても、有収水量や汚水処理費の経年の

変化等を踏まえた上で、現状を分析し、今後の状況について将来推計する必要がありま

す。また、分析及び統計を元に、必要に応じて、投資の効率化や維持管理費の削減、接続

率の向上による有収水量を増加させる取組といった経営改善が必要です。 

分析に当たっての留意点として、地理的要因等によって、構造上汚水処理費が高くなる

ことも想定されますが、このような場合には、より最適な処理方法を検討し実施するとい

った経営改善が必要です。 

 

【本町の近年の状況】 

類似団体平均に比べて低いことから、比較的低コストで事業運営がなされていると判断

できます。今後も原価低減に向けた経営努力が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：経営比較分析表 

図 2-18 汚水処理原価の推移  

※令和 2 年度より企業会計方式に移行 
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⑦施設利用率（％） 

 

【指標の意味】 

施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合で、施設の

利用状況や適正規模を判断する指標です。 

 

【分析の考え方】 

この指標については、明確な数値基準はありませんが、一般的には高い数値であること

が望まれます。経年比較や類似団体との比較等により本町の置かれている状況を把握し、

例えば、この指標が類似団体との比較で高い場合であっても、現状分析や将来の汚水処理

人口の減少等を踏まえ、施設が遊休状態でないか、過大なスペックとなっていないかとい

った分析が必要です。 

分析に当たっての留意点として、数値が低く、施設が遊休状態又は過大なスペックとな

っている場合には、計画処理能力、施設の耐用年数等を踏まえ、必要に応じて、近隣施設

（他団体の施設を含む。）との統廃合等を行い、適切な施設規模を維持する必要がありま

す。 

 

【本町の近年の状況】 

類似団体平均よりも低い数値で推移しており、過大スペックとなりつつある兆候が確認

できます。計画区域の周辺地区や他団体施設との統廃合等、施設能力の余白を埋める方策

を検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：経営比較分析表 

図 2-19 施設利用率の推移 

  

※令和 2 年度より企業会計方式に移行 
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⑧水洗化率（％） 

 

【指標の意味】 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を

表した指標です。 

 

【分析の考え方】 

この指標については、公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点から 100％

となっていることが望ましいです。一般的に数値が 100％未満である場合には、汚水処理

が適切に行われておらず、水質保全の観点から問題が生じる可能性があることや、使用料

収入を図るため、水洗化率（下水道接続率）向上の取組が必要です。 

 

【本町の近年の状況】 

本町における下水道普及事業は完了しており、下水道未接続世帯の解消が課題です。戸

別訪問や広報等の啓蒙活動により、少しでも 100%に近づけていくことが求められま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：経営比較分析表 

図 2-20 水洗化率の推移 

  

※令和 2 年度より企業会計方式に移行 
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2-5．事業運営組織の状況 

下水道事業の業務は、令和７年 3 月末現在において、池田町建設水道課内の職員 5 名

（建設水道課長 1 名、水道係 4 名）で担当しています。また、処理場施設の運転管理を

「包括的民間委託」、また管路施設等の維持管理業務については、民間への外部委託によ

り事業を運営しています。 

 

2-6．防災・減災への取組 

 本町では、平成 30 年度に全面改定した「池田町地域防災計画」を令和 6 年 10 月に一

部修正しています。この計画では、大規模地震に対して、効果的かつ重点的な災害予防対

策に取り組み、ハード・ソフト対策の両面から地震に強いまちづくりを推進していきます。 

 また、平成 27 年 4 月には、大規模な災害発生時においても、限られた人員で適切に業

務執行を継続し、下水道機能の維持と早期回復を図るための計画である下水道 BCP（初

版）を策定し、平成 29 年度には「池田町下水道事業業務継続計画＜地震災害版＞ 【本

庁編】」を策定しています。 

 今後は、高瀬浄水園の耐震化は完了していることから、一部耐震化がされていない管路等

について、点検・調査を実施し、更新時期に合わせて改築を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：池田町下水道事業業務継続計画＜地震災害版＞  【本庁編】（平成 29 年度版） 

図 2-21 池田町における地震発生時の体制 
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第 3 章 今後の見通し 

3-1．需要（人口・水量等）の見通し 

本町の行政人口は年々減少していくものと予測されており、下水道区域内の処理人口及

び水洗化人口も比例して減少すると予測されています。これにより下水道使用料及び有収

水量も年々減少していく将来予測になっています。 

表 3-1 整備人口、下水道使用料及び有収水量の見通し 

図 3-1 人口、下水道使用料及び有収水量の見通し 

 

  

2025 2030 2035 2040 2045 2050

R7 R12 R17 R22 R27 R32

行政人口 人 8,571 8,142 7,684 7,202 6,674 6,153

処理区域内人口 人 8,121 7,715 7,281 6,824 6,324 5,830

水洗化人口 人 7,611 7,230 6,823 6,395 5,926 5,464

水洗化率 ％ 93.72 93.71 93.71 93.71 93.71 93.72

年間有収水量 ㎥ 739,225 702,224 662,724 621,151 575,612 530,679

下水道使用料 千円 160,323 152,298 143,732 134,715 124,839 115,094

項目 単位
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3-2．投資・維持管理等の見通し 

（1）投資について 

今後の投資は、耐用年数（機械・電気設備：標準耐用年数 15 年）を迎える処理場施設

の改築・更新需要が発生します。 

また、管渠施設については、標準耐用年数（50 年）を経過する令和 25 年度より改築

の必要性が考えられます。今後の改築需要については、「下水道ストックマネジメント計

画」を策定し、健全度に応じた的確な改築・更新及び修繕等の必要性を検討し、投資の平

準化を考慮したスケジュール化を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 管渠の整備実績と今後の標準改築年度 

 

（2）維持管理について 

職員人件費の他、処理場施設の維持管理について、「包括的民間委託」を引続き行って

いきます。 

 

3-3．経営の課題 

下水道事業の経営は、施設の新設、改築等に要する投資の財源に、交付金を除いたほと

んどに地方債を充てています。この地方債償還費用のほとんどは一般会計からの繰入金で

賄っています。また、管理に要する費用についても、使用料で賄えない分を一般会計から

の繰入金で賄っています。 

地方債（借金）残高は減少しているものの、まだまだ多額の地方債を抱えています。 

今後、人口減少・少子高齢化が進んでいく中で、使用料収入の減少、処理場施設の改

築・更新費用が新たに発生します。 

このような背景の中、現状の水洗化率を少しでも向上させ、使用料収入の増収、汚水処

理原価の低減が必要となります。また、経営の改善が見られない場合は、適正な使用料単

価の見直しを行うことが必要となります。 

 

【下水道ストックマネジメント計画】 

H28 年度に国の支援制度創設。「下水道施設全体の点検・調査の方針及び点検・調査結果に基づく施設の

改築等に関する対策内容や対策時期等を定めるもので、リスク評価に基づく対策の優先順位付けを行い、中

長期的な視点から施設全体を計画的かつ効率的に管理する計画。」今後の改築事業は、この計画を策定する

必要があります。 

標準耐用年数：50 年経過 
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第 4 章 経営の基本方針 

4-1．基本方針 

本町の行政人口は年々少子高齢化が進み、人口も減少傾向にあります。 

このような状況下、快適で衛生的な生活環境を維持し、併せて公共用水域の水質保全を

達成・維持していくため、上位計画と整合を図りつつ、効率的な下水道整備を進めていく

と共に、持続可能な下水道経営に努めます。 

■基本方針 

1．水洗化率（接続率）の更なる向上 

2．的確な維持管理・点検、改築の実施 

3．一般会計繰入金に依存しない経営基盤の強化 

 

4-2．計画期間 

■計画期間 

「令和 7 年度～令和 16 年度」までの 10 年間 

 

計画期間は 10 年間ですが、毎年度の進捗管理（モニタリング）と社会情勢等の変化に

応じて“ＰＤＣＡサイクル”を働かせ、3 年から 5 年内の定期的な計画の見直し（ロー

リング）を行っていく必要があります。 

 

表 4-1 計画のモニタリングとローリング 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 ＰＤＣＡサイクルの概念図 

 

本年度 計 画 期 間 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

策定 
 

         （計画のモニタリングとローリング） 
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4-3．経営目標の設定 

持続可能な下水道事業の実現には、下水道施設の適切な維持と安定的な経営基盤の確保

が必要です。 

基本方針に基づき、本計画期間における経営目標を以下のとおり設定します。 

 

■経営目標 

1．経費回収率 100%以上（全ての年度） 

2．元利償還費（半期分）を賄う内部留保資金（令和 12 年度以降） 

 

経費回収率を常に 100%以上とすることで一般会計に依存しない収支状況を確立しま

す。また、半期（9 月と 3 月）ごとに多額の現金支出を要する企業債元利償還費を、借入

金等に頼ることなく賄うだけの内部留保資金の確保を目指します。  
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第 5 章 投資・財政計画 

5-1．投資・財政計画へ反映した取組内容 

投資計画は、処理場施設（高瀬浄水園）の改築・更新費用として調査・設計費及び各種

工事費を見込みます。令和 7 年度で高瀬浄水園改築に係るストックマネジメント（SM）

計画第１期が完了し、その後第２期・第３期として投資の平準化を図った整備スケジュー

ルを作成しました。 

また、国庫補助金の活用と建設改良企業債の発行により資金調達計画を策定し、投資試

算である“支出”と財源試算である“収入”の均衡を図っています。 

（1）投資計画（事業量） 

高瀬浄水園改築及びその他事業の事業費として、今後 10 年間で総額 6 億 4,690 万円

を見込みます。 

年度別の投資スケジュールを表 5-1 に示します。 

 

表 5-1 計画期間の投資計画（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

調査設計委託費 22,000 22,000

機械工事費 84,200 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

電気工事費 105,400

土木工事費 25,000 25,000 25,000

建築工事費 25,000 25,000 25,000

事業費　小計 189,600 22,000 50,000 50,000 50,000 50,000 72,000 50,000 50,000 50,000

調査設計委託費 1,000

機械工事費 3,300

管路工事費 9,000

事業費　小計 13,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202,900 22,000 50,000 50,000 50,000 50,000 72,000 50,000 50,000 50,000

高
瀬
浄
水
園
改
築
事
業

そ
の
他
の
事
業

事業費　総合計

種　別

SM第１期 SM第２期 SM第３期
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（2）財源計画 

今後 10 年間の財源計画を表 5-2 に示します。 

 

表 5-2 財源計画（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

100,685 11,000 25,000 25,000 25,000 25,000 36,000 25,000 25,000 25,000

96,100 11,000 25,000 25,000 25,000 25,000 36,000 25,000 25,000 25,000

6,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202,900 22,000 50,000 50,000 50,000 50,000 72,000 50,000 50,000 50,000

財　源

国庫補助金

建設改良企業債

内部留保資金

財源　合計
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5-2．投資・財政計画の算定方法 

投資・財政計画における各収入・支出科目別将来推計の計算方法等を示します（表 5-3

～表 5-6）。 

 

（1） 収益的収入 

表 5-3 収益的収入（３条収入）科目別計算方法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

款 項 目 節

利用者から徴収する下水道使用料収入。
以下の手順により算定。
①国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口（令和5年推計）を元に処理区域内人
口、水洗化人口及び有収水量を推計
②直近年度の使用料単価を有収水量に乗じて年間使用料収入を年度別に算定

督促手数料、宅内工事申請手数料、排水設備指定工事店登録手数料（新規・更新）等。

汚水処理に対する一般会計繰入金。
以下の合計額を年度別に算定し計上。
①高資本費対策に要する経費基準額
②分流式下水道等に要する経費基準額
③その他基準外繰入金

収益的支出に充てるための国庫補助金。

長期前受金で取得した固定資産の減価償却費相当額。
以下の合算額を計上。
①既取得資産に係る将来の長期前受金戻入は固定資産台帳より算定
②新規取得資産に係る将来の長期前受金戻入は固定資産財源として設定する長期前受金
（資本的収入のうち補助金・負担金等外部から資金流入したもの）の消費税圧縮後の額
を工種に応じた耐用年数及び償却条件（定額法・残存率10%・償却限度率95%）により算
定

雑収益等。
直近予算額を毎年度計上。

科目

下水道事業収益（消費税抜）

営業収益

下水道使用料

その他

営業外収益

他会計負担金

国庫補助金

長期前受金戻入

その他

将来推計の計算方法等
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（2） 収益的支出 

表 5-4 収益的支出（３条支出）科目別計算方法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

款 項 目 節

委託料
管渠の維持管理に要する委託料。
令和7年度予算額を起点に物価上昇率（対前年比2％を設定）を考慮した額。

修繕費
主に管渠の性能を維持するための修繕に要する経費。
令和7年度予算額を起点に物価上昇率（対前年比2％を設定）を考慮した額。

その他経費
上記以外の経費（備消耗品費、通信運搬費、保険料、手数料等）。
内容に応じて令和５年度予算額と毎年度同額または過去3か年平均値により算定した合計
額を計上。

動力費
ポンプ場施設を稼働させるための電気料金。
令和7年度予算額を起点に物価上昇率（対前年比2％を設定）を考慮した額。

その他経費
上記以外の経費（通信運搬費等）。
内容に応じて令和５年度予算額と毎年度同額または過去3か年平均値により算定した合計
額を計上。

委託料
終末処理場の維持管理に要する委託料。
令和7年度予算額を起点に物価上昇率（対前年比2％を設定）を考慮した額。

修繕費
主に終末処理場の性能を維持するための修繕に要する経費。
令和7年度予算額を起点に物価上昇率（対前年比2％を設定）を考慮した額。

動力費
終末処理場施設を稼働させるための電気料金。
令和7年度予算額を起点に物価上昇率（対前年比2％を設定）を考慮した額。

材料費
終末処理場施設の修繕等に要する材料費。
令和7年度予算額を起点に物価上昇率（対前年比2％を設定）を考慮した額。

その他経費
上記以外の経費（備消耗品費、通信運搬費、保険料、賃借料等）。
内容に応じて令和５年度予算額と毎年度同額または過去3か年平均値により算定した合計
額を計上。

委託料
事業運営全般に係る委託料。
令和7年度予算額を起点に物価上昇率（対前年比2％を設定）を考慮した額。

その他経費
上記以外の経費（旅費、備消耗品費、通信運搬費、保険料、負担金等）。
内容に応じて令和５年度予算額と毎年度同額または過去3か年平均値により算定した合計
額を計上。

有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費。
以下の合計により算定。
①既取得資産に係る将来の減価償却費は、固定資産台帳より算定
②新規取得資産に係る将来の減価償却費は、事務費を加算した事業費（税抜）を工種に
応じた耐用年数及び償却条件（定額法・残存率10%・償却限度率95%）により算定

有形固定資産の除却等する際の減価償却費として費用化されていない簿価相当額。
本計画においては計上しない。

企業債の償還に伴う元金償還金。
以下の合計により算定。
①既発債に係る将来の元金償還金は、公債台帳より算定
②新発債に係る将来の支払利息は、償還年数10年とし、償還条件（元金均等払・半年
賦・据置期間なし・固定金利方式・年利2%）により算定

臨時的に発生する損失。
本計画においては計上しない。

下水道事業費用（消費税抜）

ポンプ場費

処理場費

総係費

科目
将来推計の計算方法等

特別損失

その他特別損失

営業費用

管渠費

減価償却費

資産減耗費

営業外費用

支払利息



第 5章 投資・財政計画 

 

33 

（3） 資本的収入 

表 5-5 資本的収入（4 条収入）科目別計算方法等 

 

 

 

 

 

（4） 資本的支出 

表 5-6 資本的支出（4 条支出）科目別計算方法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

款 項 目 節

事業費 建設改良工事に係る調査・設計委託費及び工事請負費。

企業債の償還に伴う元金償還金。
以下の合計により算定。
①既発債に係る将来の元金償還金は、公債台帳より算定
②新発債に係る将来の支払利息は、償還年数10年とし、償還条件（元金均等払・半年
賦・据置期間なし・固定金利方式・年利2%）により算定

将来推計の計算方法等

公共下水道事業費

科目

資本的支出（消費税込）

建設改良費

元金償還金

款 項 目 節

下水道整備によって恩恵を受ける土地所有者等から徴収する負担金。
不確定なため、本計画においては令和8年度以降は計上しない。

主に元金償還金に充てるための一般会計負担金。
本計画においては計上しない。

建設事業に対する国庫補助金及び県費補助金。
投資計画における財源構成に応じて設定した額を計上。

建設改良事業費または元金償還金の財源として発行する地方債。

他会計（一般会計や水道事業会計）へ貸し付けた資金の償還金。

資金不足への補填のため他会計（一般会計や水道事業会計）から借り入れた資金。

資本的収入（消費税込）

国庫補助金

他会計借入金

受益者負担金

他会計負担金

企業債

他会計貸付金償還金

科目
将来推計の計算方法等
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5-3．投資・財政計画 
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投資・財政計画より、主要な数値をグラフにしたものを下図に示します。 

 

 

 

図 5-1 下水道使用料の推移（将来 10 年） 

 

 

 

 

図 5-2 維持管理費の推移（将来 10 年） 

  

（千円） 

（千円） 
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図 5-3 事業費の推移（将来 10 年） 

 

 

 

 

図 5-4 資本費の推移（将来 10 年） 

 

  

（千円） 

（千円） 
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図 5-5 企業債残高の推移（将来 10 年） 

 

 

 

 

図 5-6 一般会計繰入金の推移（将来 10 年） 

  

（千円） （千円） 

（千円） 
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図 5-7 純利益の推移（将来 10 年） 

 

 

 

 

図 5-8 内部留保資金残高の推移（将来 10 年） 

  

（千円） 

（千円） 



第 5章 投資・財政計画 

 

40 

計画期間における主要な経営分析指標を示します（図 5-9～図 5-16）。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-9 経常収支比率         図 5-10 累積欠損金比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-11 流動比率        図 5-12 企業債残高対事業規模比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-13 経費回収率           図 5-14 汚水処理原価 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-15 施設利用率        図 5-16 水洗化率 

 

第４章で設定した経営目標が全て達成できることが示されました。 
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第 6 章 効率化・経営健全化への取組 

6-1．事業の効率化 

本町の下水道事業は、農業集落排水施設や特定環境保全公共下水道区域の統合を行い、

現時点で事業の効率化を図ってきました。 

今後は、さらなる民間との連携や、長野県が管理する「犀川安曇野流域下水道」への接

続も視野に調査・検討を進めていきます。 

 

6-2．投資の合理化・平準化 

現在、ストックマネジメント計画に基づき、耐用年数を経過する処理場施設（機械・電

気設備）の改築・更新を実施しています。的確な維持管理・点検・改築計画のもと、改築

優先度を検討し、性能維持及び改築費用平準化並びに修繕費の抑制を図ります。 

 

 

6-3．水洗化率の向上（接続の向上） 

令和 5 年度末現在の水洗化率は 93.7％です。近年は 93%台で横這いとなっています。

今後は、人口減少も継続していく中で水洗化人口の増加を期待することは難しい状況が予

測されます。したがって、水洗化率の向上に向けた「広報・PR 活動」についてさらに工夫

を凝らし、戸別訪問の実施等の未普及対策をこれまで以上に推進します。 

 

6-4．組織の適正化 

事業の運営管理に必要な補完体制の確立のため、技術力の維持・継承を含めた適正な執

行体制を検討し、持続可能な事業の運営管理のために、職員の育成を実施していきます。 

 

 

6-5．使用料の見直し 

令和 5 年度末での汚水処理原価（汚水処理費〔維持管理費+資本費〕/有収水量）は 79.14

円/ m3、経費回収率（使用料収入/汚水処理費）は 270.04％となっており、現時点では安

定的な経営状態を保っています。 

しかしながら、人口減少、物価上昇に加え、一般会計繰入金の縮減が予想される今後に

ついては、水洗化率のさらなる向上による使用料収入の確保、修繕費や委託料等の維持管

理コスト削減により、汚水処理原価の低減・経費回収率の維持を図っていきます。 

それでもなお経営状態の悪化が見込まれる場合には、経営戦略改定時に使用料水準のあ

り方についての検討を実施します。  

☞ 将来の検討事項 

☞ 将来の検討課題 

☞ 実施予定 

☞ 実施予定 

☞ 実施予定 



第 6章 効率化・経営健全化への取組 

 

42 

6-6．広域化・共同化 

現在、高瀬浄水園の機械・電気設備等の改築更新を進めていますが、それらの機器類が

将来再度老朽化した際には、高瀬浄水園を廃止し、長野県が管理する「犀川安曇野流域下

水道」へ接続することを検討しています（図 6-1）。 

また、隣接する大町市の農業集落排水事業の本町公共下水道への接続や、下水道事業計

画区域に隣接する地区に対する接続拡張といった広域化の方策も検討しています。 

 

 

図 6-1 本町下水道事業の広域化将来構想 

 

6-7．民間活力の活用（PPP/PFI） 

本町では、処理場の運転管理については運転管理からユーティリティ（電力・薬品等）

の調達、補修までを包括的に委託する「包括的民間委託」（レベル 3）方式にて維持管理を

行っています。 

現在国は、上下水道分野において、長期契約で「管理」と「更新」を一体的にマネジメ

ントする「ウォーターPPP」（レベル 3.5）方式という民間活力の活用方策を推進していま

す。 

管渠については、現在最も古いもので 32 年経過（標準耐用年数 50 年）したところで、

管渠の健全度はまだ高い状況にありますが、劣化状況の点検・調査を実施し、改築及び修

繕計画が示された中で、処理場及び管渠について「ウォーターPPP」方式の導入可能性を

模索していきます。 

 

 

 

 

  

供用開始 SM第1期 SM第2期 SM第3期 50年経過

H12 R3-R7 R8-R13 R14-R18 R32

2000 2021-25 2026-31 2032-36 2050

※SM第1期、SM第2期、SM第3期：下水道ストックマネジメント計画

施設名 工種

高
瀬
浄
水
園

土木
建築

機械
電気

犀川安曇野

流域下水道

接続
設備機器等改築更新

☞ 将来の検討課題 

☞ 将来の検討課題 
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6-8．その他、情報公開、進捗管理等 

下水道事業の経営状況は、住民からの使用料収入をもって経営を行うことを基本として

いることから、そのサービスの受益者である住民への「情報公開」を行っていきます。 

また、経営戦略に基づく事業の進捗管理（モニタリング）を毎年度行うとともに、“ＰＤ

ＣＡサイクル”を働かせることで軌道修正を図り、定期的（3～5 年ごと）に見直し（ロー

リング）を行い、併せて住民への「情報公開」も行っていきます。 

 

 

図 6-2 ＰＤＣＡサイクルの概念図 
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6-9．経費回収率の維持・向上に向けたロードマップ 

「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進についての留意事項」(国土交

通省事務連絡令和 2 年 7 月 22 日)に基づき、本町公共下水道事業における経費回収率の

向上に向けたロードマップを以下に示します。 

人口減少・物価上昇等により厳しさを増す経営環境のなか、ストックマネジメント手法

を活用した適切かつ効率的な改築計画を策定することで、事業費の平準化と修繕費の抑制

を実現し、経営目標のひとつである「経費回収率 100%以上」の維持・向上を達成します。 

また、定期的に経営戦略の見直しと下水道使用料水準のあり方に関する検討に取り組ん

でいきます。 

 

表 6-1 経費回収率の維持・向上に向けたロードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

第１期

事業費の平準化

修繕費の抑制

達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成

★ ★

現行使用料水準の維持と
接続率向上に向けた取組実施

経費回収率見通し
【KPI】100%以上

経営戦略改定と使用料水準
の検討予定時期

計画期間

ス
ト
ッ
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の
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第２期 第３期

効
　
果

ストックマネジメント計画



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

池田町下水道事業経営戦略 
令和 7 年 3 月 

 

池田町 建設水道課  

〒399-8696 長野県北安曇郡池田町大字池田 3203 番地 6 

TEL：0261-62-3130 

FAX：0261-62-9404 

E-mail：suido2@town.ikeda.nagano.jp 

 

 

 

 


